
○高知県個人情報保護条例（抜粋） 

(収集の制限) 

第 8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条並びに次条第 1項並びに第 10条第 1

項及び第 2項において同じ。)を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当

該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。ただし、公安

委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するときは、この限りでない。  

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。  

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。  

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。  

(2) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者

の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。 

(3) 前 2号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会(第 35条第 1項の規定により置かれる

高知県個人情報保護制度委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を

達成するために必要があると実施機関が認めるとき。  

4 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。  

(1) 本人の同意があるとき。  

(2) 法令等の規定に基づき収集するとき。  

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  

(5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。  

(6) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者

の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、本人から収集し

たのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困

難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由

があると実施機関が認めるとき。 

5 （略） 

  

参考資料１－１ 



 (利用の制限) 

第 9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内におい

て利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

(1) 本人の同意があるとき。  

(2) 法令等の規定に基づくとき。  

(3) 出版、報道等により公にされているとき。  

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  

(5) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者

の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として利用する場合であって、利用する

ことにつき相当の理由があるとき。  

(6) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、公益上の必要そ

の他相当の理由があると実施機関が認めるとき。  

2 （略）  

3 （略） 

 (提供の制限) 

第 10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関以外のも

のに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人に提供するとき又は本人の同意があるとき。  

(2) 法令等の規定に基づくとき。  

(3) 出版、報道等により公にされているとき。  

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  

(5) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者

の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として他の実施機関、国、独立行政法人

等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人を除く。)に提供する場

合であって、提供することにつき相当の理由があるとき。  

(6) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、被疑者

の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規定する者以外のものに提

供する場合であって、提供することにつき特別な理由があるとき。  

(7) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、公益上の必要そ

の他相当の理由があると実施機関が認めるとき。  

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において必

要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法につ

いて必要な制限を付し、又は個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。 

3 （略） 

  



(オンライン結合による提供の制限) 

第 11条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められ

るときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理

する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該

実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の

提供を行ってはならない。ただし、特定個人情報については、番号法第 19条各号(前条第 3項におい

て準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合でなければならない。  

2 実施機関は、オンライン結合により個人情報を提供しようとする場合は、法令等の規定に基づくとき

を除き、あらかじめ、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴かなければならない。その内容を変

更しようとするときも、同様とする。  

3 前項の規定にかかわらず、公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮

圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として警察庁又

は他の都道府県警察に提供しようとする場合であって、提供することにつき相当の理由があるときは、

高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴くことを要しない。 

 


